
　◎転出先での転入手続きに必要なもの
　　　①転出証明書（マイナポータルから転出の届出をされた場合は必要ありません）
　　　②本人確認書類（運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等）
　　　③マイナンバーカード（お持ちの方）
　　　④介護保険受給資格証明書（介護保険サービス受給者の方のみ）
　　　⑤在留カードまたは特別永住者証明書（外国人住民の方のみ）

　◎注意事項
　　　・転出を取りやめるときは、輪島市で発行された転出証明書と本人確認書類（マイナポータルから転出の届出をした場合は、
　　　　マイナンバーカード）を持参し、輪島市市民課の窓口で転出取消の手続きをしてください。
　　　・転出予定日が届出日より前の場合は、いったん転出先で転入した後、転出先で発行された転出証明書を持って
　　　　輪島市への再転入の手続きをしてください。
　　　・転出証明書を紛失した場合は、再発行の手続き（郵便請求可）をしてください。

　◎その他、下記に該当する方は、担当窓口をご利用ください。
令和８年４月１日現在

対象者 輪島市での手続き 転出先での手続き 支所出張所
手続き可否 担当課

印鑑登録をしている方
・転出予定日をもって廃鑑され、印鑑登録
　証明書が発行できなくなります。

・必要な方は改めて印鑑登録の手続きを
　してください。 ○

「マイナンバーカード」を
お持ちの方

・マイナポータルから転出の届出をされた
　場合、転出証明書の代わりとなります。

・署名用電子証明書は自動失効します。

・カードの券面の住所の書き換え等の
　手続きが必要です。

門前○

「在留カード」または
「特別永住者証明書」を
お持ちの方

・手続きは不要です。
・転入届をするときに提出してください。
　裏面に新住所を記載します。 ○

国民年金に加入、受給さ
れている方

・国外へ転出される方は、窓口で手続きが
　が必要です。
（国内の転出については手続きは不要）

・転出先の担当課へお問い合わせください。 －

国民健康保険に加入
されている方

・転出（予定）日の翌日に資格を喪失します。
「資格確認書」または「資格情報の
お知らせ」を返却してください。

・新たに加入の手続きをしてください。 ○

「後期高齢者医療資格
確認書」をお持ちの方

・「資格確認書」を返却するか、ご自身で
　処分してください。

・県外転出の場合は、「負担区分証明書」
　の交付を受けてください。

・新たに加入の手続きをしてください。 ○

介護保険に加入されて
いる方

・65歳以上の方は、「介護保険被保険者証」を
返却してください。

・要介護認定の申請中または認定を受けて
　いる方は、輪島市福祉課で発行された
　「受給資格証明書」を持参して手続きを
　してください。

○

「身体障害者手帳」
「療育手帳」
「精神障害者保健福祉手
帳」をお持ちの方

・手続きは不要です。
・転出先の担当課で、住所変更の手続きを
　してください。 ー

犬を飼っている方 ・手続きは不要です。
・「犬の鑑札」を持参して、手続きをしてくだ
　さい。 －

環境対策課
（本庁舎 本館 ２階）
０７６８－２３－１８５３

輪島市から転出された方へ

　転出届をされた方は、新しい住所に移った日から「14日以内」に転出先の市区町村窓口で転入手続きをしてください。

市民課  市民係
（本庁舎 新館 １階）
０７６８－２３－１１３１

市民課  保険年金係
（本庁舎 新館 １階）
０７６８－２３－１１２４

福祉課
（本庁舎 新館 １階）
０７６８－２３－１１６１

【裏面につづきます→→→】



転出届をされた方へ（表面からの続き）

対象者 輪島市での手続き 転出先での手続き 支所出張所
手続き可否 担当課

妊婦健康診査
乳幼児健康診査
予防接種等について

・手続きは不要ですが、妊婦健康診査受診券
　や予防接種券は使用できなくなります。

・転出先の担当課へお問い合わせください。
　（妊婦健康診査受診券・未実施の健診
　予防接種について等）

×

児童手当
児童扶養手当
特別児童扶養手当等を
受けている方

・資格喪失届を提出してください。

・通帳・保険証・所得課税証明書等を持参
　し、手続きをしてください。
　（必要書類等は転出先の担当課へお問い
　合せください）

○

輪島市こどもの医療費受
給資格者証をお持ちの
方

○

保育所（園）・児童クラブ
等について ×

小・中学校の転校に
ついて

・学校に連絡し、「在学証明書（転校用）」
　「教科書給付証明書」の交付を受けて
　ください。

・転出先の教育委員会へお問い合わせ
　ください。 ×

教育総務課
（本庁舎 本館 ３階）
０７６８－２３－１１７１

水道を利用するとき
（開栓等）

・水道の利用がなくなる場合は、閉栓の届出
　が必要です。
　（電話または市公式LINEでも手続き可）

・転出先の担当課へお問い合わせください。 電話取次可
上下水道局

０７６８－２２－２２２０
河井町２１部１番地

ケーブルテレビに加入
されている方

・お問い合わせください。 ・転出先の担当課へお問い合わせください。 ○

放送課
（門前総合支所３階）
０７６８－４２－１９５５

門前町走出６の６９番地

　輪島市役所
　　　〒９２８－８５２５　　二ツ屋町２字２９番地
　　　ＴＥＬ　２２－２２１１（代表）　　　　２３－１１３１（市民課）

　　門前総合支所
　　　〒９２７－２１９２　　門前町走出６の６９番地
　　　ＴＥＬ　４２－１１１１（代表）　　　　４２－９９１６（地域生活課）

　　町野支所
　　　〒９２８－０２１５　　町野町粟蔵川原田２２番地１
　　　ＴＥＬ　　３２－０００１

　　南志見出張所
　　　〒９２８－０２４６　　里町３２字３６番地
　　　ＴＥＬ　　３４－１００１

　　三井出張所
　　　〒９２９－２３７９　　三井町長沢２字１２番地
　　　ＴＥＬ　　２６－１２１１

　　西保出張所
　　　〒９２８－００５４　　大沢町ホサソ２０１番地
　　　ＴＥＬ　　３６－２００１

※この他にもご不明な点がございましたら、窓口等でおたずねください。

【お問い合わせ先】

子育て健康課
（ふれあい健康センター）

０７６８－２３－１１３６
河井町２部２８７番地１

※一部市民課で
も手続き可・転出（予定）日の翌日に資格を喪失します。受給資格者証を返却してください。

・保育所（園）については、「退所届」を提出してください。（既に提出された方は不要）

・児童クラブについては、輪島市社会福祉協議会（０７６８－２２－２２１９）にお問い
　合わせください。

※震災の影響により業務を停止しています。


